
（別紙１） 

 

令和８年度希少野生生物保護管理対策（イヌワシ等）に係る巡視計画 

（会津森林管理署） 

 

 

１ 事業の目的 

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成４年法律第７５号。

以下「種の保存法」という。）など、希少な野生動植物種の保存に対する国民の要請を

受け、国有林野事業においても、種の保存法に即した森林の保護管理を適切に実施する

必要がある。 

このため、種の保存法第４条第３項に基づき国内希少野生動植物種に指定され、  

福島県会津地区の国有林野内に生息（生育）する猛禽類（イヌワシ等）を対象に定期的

かつ継続的に巡視を行うことによって、対象種の生息（生育）状況を把握し、よりよい

生息（生育）環境を保護・保全することを目的とする業務である。 

 

２ 巡視業務を実施するための指示事項 

 (1) 巡視すべき箇所（区域） 

     福島県会津若松市東山町石山 東山外１国有林９林班外の会津森林管理署長が指示

する区域 

 

(2) 事業期間 

   委託契約締結日から令和８年１２月１１日まで 

 

 (3) 巡視日数及びその実施者 

      巡視日数 ７日、１巡視 自然保護管理員２名、計１４人日 

月別の巡視日数は、下表のとおりとする。ただし、災害等でこれによりがたい場合

は、変更することがある。 

巡視月 ４ ５ ６ ７ ８  ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 

巡視日数   ２ １ １ １ １ １     ７ 

 

 (4)  重点的に巡視すべき時期、場所等 

巡視すべき時期は、上記(3)のとおりとし、営巣地及びその周辺で保護・保全を図る

必要のある区域を重点的に実施する。 

 

３ 損傷された個体の応急措置 

損傷された個体が発見された場合は、速やかに応急措置を施すとともに、その状況を

会津森林管理署長及び福島県野生鳥獣保護担当に連絡し指示を受ける。 

 

４ 繁殖地等の被害の応急措置 

    対象種の繁殖地に被害等があった場合は、その状況を会津森林管理署長に報告する。 

 

５ その他 

巡視に際しては、可能な限り場所ごとの観察個体数、繁殖期の営巣数、営巣木の種類、

抱卵数、育雛数及び食餌動植物の種類等を観察調査して記録する。 

餌場の植生調査、餌となる小動物（ノウサギ・ヤマドリ等）の調査も併せて行う。 

 



６ 巡視実施報告書の提出 

巡視者は、契約書に規定する「希少野生生物保護管理対策に係る巡視実施報告書」を、

原則として巡視実施の翌月１０日までに会津森林管理署長に提出する。 

なお、提出する報告書及び写真等については、別途電子媒体（CD-R、DVD-R 等）

に格納しウイルスチェックを行った上で１部提出する。 


